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4 実施状況報告 
 

 

 
4.1 実施状況報告の通達 

継続中の研究課題については、【通知サービス】実施状況報告のお願

い”のメールが届くことがあります【図４－１】。このメールを受け取

ったらすみやかに下記手順に従って、「実施状況報告」を提出してく

ださい。 
 
【図４－１】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※実施状況報告の通達は事

務局から送信されます。 

 

※実施状況報告のお願いは

研究責任者に通達されます。 
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4.2 申請書の作成 
メール本文のリンクをクリックすると、本システムのログイン画面が

表示され、ログインすると実施状況報告の入力画面が開きます【図４

－２】。 
 
【図４－２】 

 
 
ここで必要事項を入力し、[申請]ボタンをクリックすれば報告は完了

します。新規申請と同様に、一時保存、修正、削除、事務局への問い

合わせの機能が利用できます。 

 

※【図６－１】申請メニュー

の[実施状況報告]のリンクを

クリックしても実施状況報

告の入力画面が開きます。 




